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２ 親しまれる水道施設

配水池上部等を使用許可している主要給水所

名 称
配水池容量
（㎥）

使用目的

上井草 180,000 運動場

和田堀 30,450 公園
（配水池以外の部分を使用許可）

芝 80,000 スポーツ公園

本郷 60,000 公園

亀戸 60,000 運動場

玉川 60,000 児童遊園

小右衛門 50,000 公園

豊住 40,000 公園

大谷口 35,000 公園

散田 20,000 道路及び遊歩道植樹帯
（配水池以外の部分を使用許可）
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３ 浄水場の更新 参考資料３－１

【浄水場等位置図】

：浄水場

：導水路

：取水堰

砧下

小河内ダム 山口貯水池

村山貯水池

荒川
江戸川

多摩川

砧

長沢

小作取水堰
羽村取水堰

秋ヶ瀬取水堰

小作

東村山

境 杉並

朝霞

三園 金町

三郷

調布取水堰

凡例

相模川(分水)

玉川(休止中)

上流部(仮称)
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区別の給水所一覧（区部）

５ 給水所の整備 参考資料５－１

所在地 給水所 状況
配水池容量

（㎥）
経過年数
（年）

中央区 1 晴海 4,000 19

港区 2 芝 80,000 19

第一淀橋 22,000 58

第二淀橋 50,000 53

文京区 4 本郷 60,000 45

5 亀戸 60,000 51

6 江東 66,000 29

7 有明 20,000 25

8 豊住 40,000 56

目黒区 9 八雲 50,000 22

10 東海 40,000 15

11 上池台 33,000 31

12 大蔵 40,000 52

13 玉川 60,000 28

和田堀 整備中 110,000 ─

和泉 運用中 50,000 55

15 上北沢 整備中 40,000 ─

新宿区

江東区

大田区

世田谷区

運用中
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14

所在地 給水所 状況
配水池容量

（㎥）
経過年数
（年）

渋谷区 16 代々木 計画中 45,000 ─

杉並区 17 上井草 運用中 180,000 54

北区 18 王子 整備中 50,000 ─

荒川区 19 南千住 100,000 19

第一板橋 40,000 47

第二板橋 40,000 44

21 大谷口 35,000 10

練馬区 22 練馬 200,000 40

23 小右衛門 50,000 11

24 江北 50,000 2

葛飾区 25 水元 100,000 39

26 葛西 40,000 23

27 西瑞江 20,000 57

板橋区

足立区

江戸川区

運用中

20
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６ 管路の更新
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６ 管路の更新

６－３ 配水管
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■ 全体 ■ 多摩

八王子市 3.2% 31.2% 31.1% 31.8% 31%

立川市 6.3% 36.6% 17.6% 69.2% 35%

武蔵野市 35.0% 56.2% 53.5% 23.5% -

三鷹市 28.4% 32.7% 39.9% 10.5% 39%

■ 区部 青梅市 0.2% 7.5% 4.9% 23.5% 30%

府中市 16.2% 31.6% 33.2% 45.1% 22%

昭島市 2.2% 44.7% 27.7% 72.7% -

千代田区 52.0% 39.4% 53.4% 0.3% 16% 調布市 25.3% 27.7% 52.3% 6.6% 32%

中央区 68.5% 64.7% 72.5% 0.4% 17% 町田市 9.3% 34.9% 64.1% 6.6% 32%

港区 44.5% 37.8% 52.8% 0.1% 29% 小金井市 17.7% 42.8% 32.4% 36.6% 27%

新宿区 34.3% 20.3% 39.2% 1.7% 17% 小平市 9.8% 38.9% 20.3% 55.5% 40%

文京区 38.5% 21.4% 37.2% 0.5% 20% 日野市 7.3% 35.2% 37.9% 67.4% 30%

台東区 61.1% 48.3% 57.0% 0.9% 12% 東村山市 13.6% 34.1% 22.3% 57.3% 22%

墨田区 79.6% 65.8% 67.5% 0.7% 19% 国分寺市 13.2% 40.2% 23.8% 68.7% 26%

江東区 76.5% 65.2% 68.5% 0.1% 32% 国立市 10.4% 47.4% 23.1% 69.0% 18%

品川区 46.2% 28.9% 52.2% 0.0% 26% 福生市 2.9% 23.5% 14.1% 64.7% 23%

目黒区 40.1% 30.7% 50.5% 0.2% 23% 狛江市 19.6% 25.8% 50.2% 1.5% 25%

大田区 67.9% 48.7% 78.1% 0.1% 26% 東大和市 8.2% 36.7% 21.7% 70.8% 19%

世田谷区 30.8% 30.5% 45.9% 1.7% 27% 清瀬市 10.2% 29.1% 27.1% 28.2% 26%

渋谷区 37.8% 24.3% 47.2% 2.0% 22% 東久留米市 10.7% 31.2% 24.6% 32.6% 27%

中野区 24.8% 22.2% 37.5% 4.0% 25% 武蔵村山市 3.6% 29.3% 20.5% 77.3% 18%

杉並区 24.9% 33.8% 39.7% 4.6% 29% 多摩市 15.2% 27.6% 50.0% 37.9% 31%

豊島区 23.9% 21.3% 35.9% 2.0% 20% 稲城市 22.4% 26.1% 53.9% 20.0% 33%

北区 32.6% 27.4% 41.6% 2.9% 21% 羽村市 3.7% 33.7% 17.9% 76.7% -

荒川区 58.3% 45.4% 54.7% 4.0% 27% あきる野市 0.6% 13.9% 9.0% 32.7% 31%

板橋区 18.4% 20.6% 31.7% 5.6% 26% 西東京市 20.7% 43.2% 34.6% 25.7% 31%

練馬区 17.2% 28.3% 27.9% 6.8% 36% 瑞穂町 5.2% 15.4% 14.3% 57.7% 20%

足立区 52.7% 52.6% 53.3% 3.2% 25% 日の出町 0.1% 8.8% 9.9% 19.3% 34%

葛飾区 71.2% 59.0% 61.5% 1.7% 25% 檜原村 0.0% 2.0% 3.6% 0.0% -

江戸川区 72.5% 56.6% 66.4% 0.0% 30% 奥多摩町 0.0% 0.0% 1.6% 2.2% 10%

区部　計 45.0% 38.7% 50.4% 2.2% 26% 多摩　計 11.7% 33.1% 34.0% 37.4% 29%

　※　被害想定算出時の耐震継手率

区名
東京湾
北部地震

多摩直下
地震

元禄型
関東地震

立川断層帯

地震
耐震継手率
（※H22末）

区名
東京湾
北部地震

多摩直下
地震

耐震継手率
（※H22末）

元禄型
関東地震

立川断層帯

地震
耐震継手率
（※H22末）

全体 34.5% 36.9% 45.2% 13.3% 27%

区名
東京湾
北部地震

多摩直下
地震

元禄型
関東地震

立川断層帯

地震

区市町村別の断水率
（「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」（Ｈ２４）より）

６ 管路の更新
６－３ 配水管
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参考資料６－１２



第5回東京都水道事業運営戦略検討会議
（平成30年10月17日）より

６ 管路の更新
６－３ 配水管
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参考資料６－１３
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７ 自然災害への備え

７－２ 風水害対策

参考資料７－１

第１回東京都水道事業運営戦略検討会議
施設整備に関する専門部会資料

（令和2年8月11日）より



25

７ 自然災害への備え

７－２ 風水害対策

参考資料７－２

第１回東京都水道事業運営戦略検討会議
施設整備に関する専門部会資料

（令和2年8月11日）より



＜ 主な豪雨災害時の降水量と水道への影響 ＞

１時間 24時間 72時間 都道府県数 断水戸数（戸）
河川横断管路の

被害

平成30年７月豪雨
111

（沖縄県）

602

（高知県）

1,319

（高知県）
18道府県 263,593 有り

令和２年７月豪雨

（R2.9.29時点）

109

（鹿児島県）

497

（大分県）

862

（大分県）
17県 37,653 有り

令和元年東日本台風
95

（岩手県）

942

（神奈川県）

1,001

（神奈川県）
14都県 167,986 有り

最大降水量（mm）　※気象庁より 水道への影響　※厚生労働省より

７ 自然災害への備え

７－２ 風水害対策
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参考資料７－３
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７ 自然災害への備え

７－３ 降灰対策
第１回東京都水道事業運営戦略検討会議

施設整備に関する専門部会資料
（令和2年8月11日）より

参考資料７－４
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７ 自然災害への備え

７－３ 降灰対策

参考資料７－５

第１回東京都水道事業運営戦略検討会議
施設整備に関する専門部会資料

（令和2年8月11日）より



８ 多摩地区水道の強靭化

【多摩地区の課題】

① 配水区域の再編・施設の再構築

・市町単位で水道事業が経営されていたため、多くの小規模施設が広範囲に点在しており、広域水道としてのス
ケールメリットが発揮されず、施設管理が非効率

・表流水を水源とする施設では、豪雨による濁度上昇など原水水質に課題

② 集中管理室の一管化

・４か所ある管理室の監視設備は、通信拠点ごとに監視操作方式が異なっており、運転管理面で非効率

③ 風水害対策

・令和元年10月に発生した台風19号では、最大2,600戸が1週間以上にわたり断水
・多摩地区の山間部は、地形的な制約から送配水管が一系統のみとなっており、バックアップルートの確保
が困難なため、風水害等で水道施設が損傷した場合、断水が長期化する恐れ

・市町域内で設定された配水区域が多い
・給水所等からの配水本管が一系統で、ネット
ワーク化がされておらず、事故等が発生した
場合、広範囲に断水

Ｃ町
Ｄ市

Ｂ市Ａ市 市町境

市町域で設定された配水区域（イメージ） 令和元年台風１９号による主な被害

施設種別 所在地 被害状況 断水戸数

奥多摩町 取水施設への土砂流入 53

奥多摩町 取水施設への土砂流入 230

奥多摩町 取水施設への土砂流入・点検通路流出 -

導水管 奥多摩町 導水管損傷(道路崩落) 2,600

日の出町 送水管損傷(道路崩落) 500

奥多摩町 送水管損傷(斜面崩壊) 42

水管橋 八王子市 水管橋下部構造の損傷(河川護岸崩壊) -

添架管 日の出町 添架管損傷(河川増水) -

取水施設

送水管

29
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８ 多摩地区水道の強靭化

【具体的な取組】

・配水区域の再編に必要な配水管網や隣接区域との連絡管を整備
・将来の水道需要に応じ、配水本管網を適宜見直し

取組名 現状 目指すべき姿 １０か年の取組

配水本管の整備
約770km

（整備率74％）
約1,000km

（整備率100％）
約150km新設

（整備率74％→92％）

・送水管の二系統化の推進

取組名 現状 目指すべき姿 １０か年の取組

送水管の二系統化 23施設 53施設
19施設

（23施設→42施設）

【取組例】配水本管の整備 【取組例】送水管の二系統化

事故又は管路更新に
伴い使用不可

新設送水管による
バックアップ

浄水所

給水所等

給水所等

拠点となる
浄・給水所等

配水本管

隣接区域との
連絡管

Ｃ町

Ｄ市

市町境 Ｂ市Ａ市

・市町域にとらわれない合理的かつ適切な配水区域に再編

・給水所等からの配水本管が二系統化され、ネットワーク

化及び隣接区域を結ぶ連絡管が整備がされており、事故

や更新時等でも断水を回避可能

30

参考資料８－２
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【10か年の整備工程】

○ 送水管の二系統化

施工1.5km

R12
(2030)

施工設計

向陽台給水所 設計

調布西町給水所 設計 施工2.0km

新町給水所 設計 施工2.0km

絹ヶ丘給水所 設計 施工5.5km

国分寺北町第二浄水所 設計 施工2.5km

小川浄水所 設計 施工0.5km

立川砂川浄水所 設計 施工

小野路給水所 設計 施工1.5km

3.0km

愛宕配水所 設計 施工

秋留台給水所 設計 施工5.5km

4.5km

芝久保浄水所 設計 施工

保谷町浄水所 設計 施工2.0km

0.5km

南沢浄水所 設計 施工

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

文化の森給水所

概算
延長

施設名 R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

5.5km

3.0km

参考資料８－３８ 多摩地区水道の強靭化

幸町

：浄水場

：浄水所

：給・配水所

：既設送水管

：新設送水管

凡例

文化の森

南沢

保谷町

芝久保秋留台

愛宕

小野路

立川砂川
小川

国分寺北町
第二

絹ヶ丘

新町

調布西町

向陽台

小作
東村山

境

上流部
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９ 長期不使用給水管の整理

【漏水リスクの現状】

• 東京都における漏水の９割以上が給水管で発生(右図参照)

• 地上漏水は人目に触れるため発見されやすいが、地下漏水は、漏水の状況を
直接目視によって確認することができないため、多くの場合、長時間地中で
漏水し続けることとなる

• 阪神・淡路大震災や東日本大震災では、給水管等の管路に大きな被害が発生
し、漏水確認に手間取る

• 冬季凍結時に、空き家の給水管が破損して漏水する場合がある

【お客さまの撤去義務の規定】

• 給水条例第33条第１項により給水装置の撤去義務を規定

【水道事業者の責任】

• 公道では改正道路法(平成30年改正)により、道路占用者としての維持管理義務が発生(次項参照)

• 公道下給水管の維持管理を水道事業者の責務と認定する裁判例あり

【裁判例抜粋】東京高裁平成15年（ネ）5365号、平成16年（ネ）5987号 平成16年12月22日判決

公道下における宅地造成業者所有の給水管が漏水し、サンドブラスト現象（砂による研磨作用）により、近接のガス管に穴が開き、浸入した水により
ガス供給が停止したことに伴う、損害賠償請求に対して、水道事業者の損害賠償責任の有無が争われた。

判決は、水道事業者に対しての国家賠償法上の責任は否定したが、民法717条1項の土地の工作物責任に基づく損害賠償責任が認容された。

(「新版 水道関係判例集」より抜粋)

給水条例第33条(給水装置の撤去義務及び切り離し)

第1項 給水装置の所有者その他給水装置について処分権限を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該給水装置を使用する見込みがなくなつたと
きは、あらかじめ管理者に届け出て撤去しなければならない。

第2項 管理者は、給水装置が使用されていない場合で、水道の管理上特に必要があると認めたときは、所有者等の同意がなくても、当該給水装置を

配水管又は他の給水装置からの分岐部分から切り離すことができる。この場合において、切り離しに要した費用は、所有者等の負担とする。ただし、管
理者が別に定める場合は、この限りでない。

第3項 前項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

平成30年度漏水修理件数の管用途別比率
(「東京の漏水防止」平成31年度版より抜粋)

参考資料９－１

配水本管

20件 0.2%
配水小管

271件 3.4%

給水管

7,715件 96.4%

漏水修理件数
8,006件
100.0%
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９ 長期不使用給水管の整理

【道路法改正(平成30年9月30日施行)】

① 改正の背景

• 占用物件の損壊による道路損傷が課題

• 占用物件が損壊すれば、道路構造や

交通への支障が発生

• 占用物件に起因する道路陥没件数

＝約2,900件(平成28年度)

下水道等の老朽化による道路陥没

② 法改正の概要

• 占用物件の維持管理義務※を法定
※道路の構造や交通への支障又はそのおそれが生じないよう、道路占用者が占用物件を適切に維持管理する義務

• 道路管理者は、道路占用者に対して、報告徴収・立入検査や措置命令(維持管理義務違反者に対
し、必要な措置を命令)を行うことが可能となった

③ 改正点

• 以下の条文を追加

 第三十九条の八（占用物件の管理）

道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下これらを「占用物件」
という。）の維持管理をしなければならない。

 第三十九条の九（占用物件の維持管理に関する措置）

道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、
当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

出典：国土交通省

参考資料９－２


